
  ～治験とは、医薬品として厚生労働省からの承認を得るために、健康な人や 

   患者さんの協力で新しいお薬の効果や副作用を確認する試験です～ 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省に結果を提出し、承認されたものが医薬品として市販されます 

 

 

 

 

 

第Ⅲ相試験

多数の患者さんで
多くの患者さんを対象に、長期間「くすりの候補」を使い

効き目や副作用について調べ最終的な確認を行います。

第Ⅱ相試験

少数の患者さんで
少数の患者さんを対象に「くすりの候補」の効き目と副作用
と共に効果的な使い方（量・間隔・期間）について調べます。

第Ⅰ相試験

健康な人で
少人数の健康な成人を対象に、「くすりの候補」をごく少量か
ら使い始め、徐々に量を増やしていき安全かどうかを調べます。

第Ⅳ相試験

製造販売後臨床試験 承認された「くすり」の効き目と副作用を引き続き調査します。


